
静岡市三保貝島環境啓発広場管理要綱 

（設置） 

第１条 静岡市は、市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と

融和した地域の振興を図るために、次の広場を設置するものとし、その管理及び運営につ

いては、この要綱の定めるところによる。  

名称 位置 

静岡市三保貝島環境啓発広場 静岡市清水区三保4025番地の25 

（利用目的） 

第２条 静岡市三保貝島環境啓発広場（以下「広場」という。）は、次に掲げる利用に供す

る。 

（１）市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域

の振興を図るため、市が実施する講習会等のための利用  

（２）市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域

の振興を図るため、市民により構成される団体（以下「地域団体」という。）が主催す

る講習会等のための利用  

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める利用 

（利用時間） 

第３条 広場の利用時間は、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ右欄に掲げる時

間とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。 

３月１日から10月31日まで 午前７時から午後６時まで 

11月１日から翌年の２月末日まで 午前７時から午後５時まで 

（休場日） 

第４条 広場の休場日は、12月29日から翌年の１月３日までの日とする。ただし、市長が

必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。 

（利用の申出） 

第５条 広場を利用しようとする者（以下「申出者」という。）は、あらかじめ三保貝島環

境啓発広場利用申出書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。ただし、市長が

特に必要があると認める場合は、この限りでない。 

（利用の承認） 

第６条 市長は、広場の利用を承認したときは、三保貝島環境啓発広場利用承認書（様式

第２号）を申出者に交付する。 



２ 市長は、広場の利用を承認するに当たり、利用の目的、範囲、期間等管理運営上必要

な条件を付すことができる。 

（利用の不承認） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を承認しないことが

できる。 

（１）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２）広場の管理上支障があると認めるとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。 

（利用の承認の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を停止し、又は利用

の承認を取り消すことができる。 

（１）前条各号に掲げる理由が生じたとき。 

（２）偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。 

（３）災害等により広場が利用できなくなったとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。 

（利用の目的の変更等の禁止） 

第９条 利用者は、利用の目的を市長の承認を受けないで変更し、又は利用の権利を譲渡

し、若しくは転貸してはならない。 

（設備等の制限） 

第10条 利用者は、広場を利用するため特別な設備等をしてはならない。ただし、市長が

認めた場合は、この限りではない。 

（原状回復の義務） 

第11条 利用者は、広場の利用が終わったとき、又は第８条の規定により利用を停止され、

若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに広場を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第12条 広場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなけ

ればならない。 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定め 

る。 

附 則 



この要綱は、平成26年12月17日から施行する。



様式第１号（第５条関係）  

 

三保貝島環境啓発広場利用申出書 

 

年  月  日  

（宛先）静岡市長  

 

住所  

 

申出者  氏名                  

 

電話  

 

三保貝島環境啓発広場を利用したいので､ 次のとおり申出します。 

 

利用目的 

行事の名称  

行事の内容 
 

利 用 日 時 

年    月    日 （   ） 

前              前 

午     時  分  ～  午     時  分 

後              後 

利 用 人 員 人 

特 記 事 項 

 

 （注）申出者氏名欄には、申出者が署名し、又は記名押印してください。ただし、申出者が

法人の場合は、記名押印してください。 

法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 



様式第２号（第６条関係） 

第     号 

 年  月  日 

 

          様 

 

    静岡市長 氏   名 印 

 

三保貝島環境啓発広場利用承認書 

 

年 月 日付けで申出のあった三保貝島環境啓発広場の利用については、次のとお

り承認します。  

 

利 用 日 時 

   年    月    日 （   ） 

前              前 

午     時  分  ～  午     時  分 

後              後 

条 件 

 

 


